
 

児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準 
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○児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

〔平成二十四年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十三号〕 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の二第二項第一号（同法第二十四
条の二十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき、児童福祉法に
基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四
月一日から適用する。 

児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第二十四条の二第二
項第一号の規定に基づき、指定入所支援（同条第一項に規定する指定入所支援をいう。以下
同じ。）に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第１の１（注５から注７まで
を除く。）、２及び４から１１までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単
位の単価を乗じて得た額に、同表第１の１（注５から注７までに限る。）及び３により算定
する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第２により算定する単位数に十円を
乗じて得た額を算定するものとする。 

二 前号の規定により、指定入所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一
円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。 

前 文〔抄〕〔平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号〕 

平成二十五年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号〕 

平成二十五年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八七号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号〕 

平成二十七年一月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六九号〕 

平成二十七年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号〕 

平成二十七年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号〕 

平成二十七年九月一日から適用する。 



 

前 文〔抄〕〔平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九五号〕 

平成二十九年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇〇号〕 

平成三十年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号〕 

平成三十一年十月一日から適用する。 

附 則〔令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。 

（福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置） 

第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（次条
において「旧介護給付費等単位数表」という。）第１の５の注のニ若しくはホ、第２の６の
注のニ若しくはホ、第３の５の注のニ若しくはホ、第４の５の注のニ若しくはホ、第５の６
の注のニ若しくはホ、第６の１４の注のニ若しくはホ、第７の１３の注のニ若しくはホ、第
８の３の注のニ若しくはホ、第９の１４の注のニ若しくはホ、第１０の９の注のニ若しくは
ホ、第１１の１３の注のニ若しくはホ、第１２の１６の注のニ若しくはホ、第１３の１５の
注のニ若しくはホ、第１４の１７の注のニ若しくはホ若しくは第１５の９の注のニ若しくは
ホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援
に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表（次条において「旧
障害児通所給付費等単位数表」という。）第１の１３の注のニ若しくはホ、第２の１０の注
のニ若しくはホ、第３の１１の注のニ若しくはホ、第４の４の注のニ若しくはホ若しくは第
５の３の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定
入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表（次条におい
て「旧障害児入所給付費単位数表」という。）第１の１０の注のニ若しくはホ若しくは第２
の６の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定に
よる改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表介護給付費等単位数表（以下「新介護給付費等単位数表」という。）第１の５の注、第
２の６の注、第３の５の注、第４の５の注、第５の６の注、第６の１４の注、第７の１４の
注、第８の３の注、第９の１４の注、第１０の９の注、第１１の１３の注、第１２の１６の
注、第１３の１５の注、第１４の１７の注若しくは第１５の９の注、第二十条の規定による
改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定
に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表（以下「新障害児通所給付費等単位数表」と



 

いう。）第１の１３の注、第２の１０の注、第３の１１の注、第４の４の注若しくは第５の
３の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費
用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表（以下「新障害児入所給付費単位
数表」という。）第１の１０の注若しくは第２の６の注に係る届出を行っていないものにお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、
令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、
新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表
の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。 

（福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置） 

第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第１の６の注、第２の７
の注、第３の６の注、第４の６の注、第５の７の注、第６の１５の注、第７の１４の注、第
８の４の注、第９の１５の注、第１０の１０の注、第１１の１４の注、第１２の１７の注、
第１３の１６の注、第１４の１８の注若しくは第１５の１０の注、旧障害児通所給付費等単
位数表第１の１４の注、第２の１１の注、第３の１２の注、第４の５の注若しくは第５の４
の注又は旧障害児入所給付費単位数表第１の１１の注若しくは第２の７の注に係る届出を
行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第１の５の注、第２の６の注、
第３の５の注、第４の５の注、第５の６の注、第６の１４の注、第７の１４の注、第８の３
の注、第９の１４の注、第１０の９の注、第１１の１３の注、第１２の１６の注、第１３の
１５の注、第１４の１７の注若しくは第１５の９の注、新障害児通所給付費等単位数表第１
の１３の注、第２の１０の注、第３の１１の注、第４の４の注若しくは第５の３の注又は新
障害児入所給付費単位数表第１の１０の注若しくは第２の６の注に係る届出を行っていな
いものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日
までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数
表第６の１５の注、第１１の１４の注、第１３の１６の注及び第１４の１８の注中「単位数
（指定障害者支援施設にあっては、１０００分の９に相当する単位数）」とあるのは「単位
数」と、旧介護給付費等単位数表第７の１４の注中「１２」とあるのは「１３」と、「単位
数（指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所（単独型事業所を除く。）
において行う場合については１０００分の８に相当する単位数、指定共同生活援助事業所
（単独型事業所を除く。）及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（単独型事業所
を除く。）において行う場合については１０００分の１０に相当する単位数、外部サービス
利用型指定共同生活援助事業所（単独型事業所を除く。）において行う場合については１０
００分の２３に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については１０００分の６
に相当する単位数）」とあるのは「単位数」と、「１３」とあるのは「１４」と、旧介護給
付費等単位数表第１０の１０の注中「１０００分の８（指定障害者支援施設にあっては、１



 

０００分の９に相当する単位数）」とあるのは「１０００分の８」と、旧介護給付費等単位
数表第１２の１７の注中「１５の４」とあるのは「１５の５」とする。 

（基本報酬に係る経過措置） 

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第１の１のイからホまで、
第２の１のイ及びロ、第３の１のイからトまで、第４の１のイからタまで、第５の１のイ及
びロ、第６の１のイからニまで、第７の１のイからホまで、第８の１のイからハまで、第９
の１のイからホまで、第１０の１のイからニまで、第１１の１のイからヘまで、第１２の１
のイ及びロ、第１３の１のイ及びロ、第１４の１のイからホまで、第１４の２の１のイから
ハまで、第１４の３の１のイ及びロ、第１５の１のイからニまで、第１５の１の２のイから
ニまで、第１５の１の２の２のイからホまで並びに第１５の１の３のイからニまで、新障害
児通所給付費等単位数表第１の１のイからトまで、第２の１のイからニまで、第３の１のイ
からホまで、第４の１及び第５の１、新障害児入所給付費単位数表第１の１のイからホまで
及び第２の１のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に
関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第１の１のイからハまで並びに第２の１のイ
及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相
談支援給付費単位数表１のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に
基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付
費単位数表１のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を
算定する。 

別表 

障害児入所給付費単位数表 

第１ 福祉型障害児入所施設 

１ 福祉型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童を除く。以下「知的障
害児」という。）に対し指定入所支援を行う場合 

（１） 入所定員が５人以上９人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設
であるとき ９４１単位 

（２） 入所定員が１０人の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ８２３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，６９７単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９４１単位 

（３） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 



 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ６５４
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，０９０単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８６３単位 

（４） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ８２３単位 

（５） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ６８８単位 

（６） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ６１４単位 

（７） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ５９０単位 

（８） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ５６８単位 

（９） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ５４５単位 

（１０） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 ５２６単位 

（１１） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 ５０４単位 

（１２） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 ５０１単位 

（１３） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 ４９９単位 

（１４） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 ４９６単位 

（１５） 入所定員が１３１人以上１４０人以下の場合 ４９３単位 

（１６） 入所定員が１４１人以上１５０人以下の場合 ４９０単位 

（１７） 入所定員が１５１人以上１６０人以下の場合 ４８５単位 

（１８） 入所定員が１６１人以上１７０人以下の場合 ４８１単位 

（１９） 入所定員が１７１人以上１８０人以下の場合 ４７７単位 

（２０） 入所定員が１８１人以上１９０人以下の場合 ４７３単位 

（２１） 入所定員が１９１人以上の場合 ４７０単位 

ロ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童に限る。以下「自閉症
児」という。）に対し指定入所支援を行う場合 

（１） 入所定員が３０人以下の場合 ８３１単位 

（２） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ７５９単位 

（３） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ７２１単位 

（４） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ６８９単位 

（５） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ６５７単位 

（６） 入所定員が７１人以上の場合 ６２６単位 

ハ 主として盲児（強度の弱視児を含む。以下同じ。）に対し指定入所支援を行う場合 

（１） 入所定員が５人の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき １，２
２５単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９７１単位 



 

（２） 入所定員が６人以上９人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ８９１
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９７１単位 

（３） 入所定員が１０人の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ８９１
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，８７０単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９７１単位 

（４） 入所定員が１１人以上１５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ６８２
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，３３７単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８８５単位 

（５） 入所定員が１６人以上２０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ６３３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，１２２単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８８５単位 

（６） 入所定員が２１人以上２５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ５６７
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，００５単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８５６単位 

（７） 入所定員が２６人以上３０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ５３３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ８５６単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８５６単位 

（８） 入所定員が３１人以上３５人以下の場合（当該指定入所支援を行う施設が主た
る施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。（９）から（１５）
までにおいて同じ。） ７５４単位 

（９） 入所定員が３６人以上４０人以下の場合 ７０１単位 

（１０） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ６１５単位 

（１１） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ５９３単位 



 

（１２） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ５７２単位 

（１３） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ５５０単位 

（１４） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 ５３１単位 

（１５） 入所定員が９１人以上の場合 ５１０単位 

ニ 主としてろうあ児（強度の難聴児を含む。以下同じ。）に対し指定入所支援を行う場
合 

（１） 入所定員が５人の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき １，２
２５単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９６６単位 

（２） 入所定員が６人以上９人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ９１３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９６６単位 

（３） 入所定員が１０人の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ９１３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，８５７単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ９６６単位 

（４） 入所定員が１１人以上１５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ６８３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，３２６単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８８０単位 

（５） 入所定員が１６人以上２０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ６３６
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １，１２０単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８８０単位 

（６） 入所定員が２１人以上２５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ５６３
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ９４９単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８５１単位 

（７） 入所定員が２６人以上３０人以下の場合 



 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき ５３６
単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ８５１単位 

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ８５１単位 

（８） 入所定員が３１人以上３５人以下の場合（当該指定入所支援を行う施設が主た
る施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。（９）から（１５）
までにおいて同じ。） ７５０単位 

（９） 入所定員が３６人以上４０人以下の場合 ６９８単位 

（１０） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ６１２単位 

（１１） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ５９０単位 

（１２） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ５７０単位 

（１３） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ５４８単位 

（１４） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 ５２８単位 

（１５） 入所定員が９１人以上の場合 ５０９単位 

ホ 主として肢体不自由（法第６条の２の２第３項に規定する肢体不自由をいう。）のあ
る児童（以下「肢体不自由児」という。）に対し指定入所支援を行う場合 

（１） 入所定員が５０人以下の場合 ７５３単位 

（２） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ７３９単位 

（３） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ７２４単位 

（４） 入所定員が７１人以上の場合 ７０８単位 

注１ 指定福祉型障害児入所施設（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１６号。以下「指定入所基
準」という。）第２条第１号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同
じ。）において、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に
応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定福
祉型障害児入所施設の場合は、所定単位数の１０００分の９６５に相当する単位数
を算定する。 

２ イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の（１）
又は（２）のいずれかに該当する場合に、それぞれ（１）又は（２）に掲げる割合
を所定単位数に乗じて得た数を算定する。 

（１） 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労
働大臣が定める割合 

（２） 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第２１条の規定に従い、入
所支援計画（同条第１項に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。）が作成さ
れていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 



 

(一) 入所支援計画が作成されていない期間が３月未満の場合 １００分の７０ 

(二) 入所支援計画が作成されていない期間が３月以上の場合 １００分の５０ 

３ 指定入所基準第４１条第２項又は第３項に規定する基準に適合していない場合
は、１日につき５単位を所定単位数から減算する。ただし、令和５年３月３１日ま
での間は、同項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。 

４ 職業指導員を１以上配置しているものとして都道府県知事（地方自治法（昭和２
２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）
又は法第５９条の４第１項の児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）
にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市⻑。以下同じ。）に届け出た指定
福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が１０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １４８単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ７３単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ４９単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３９単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２９単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１０） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １４単位 

（１１） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 １３単位 

（１２） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 １２単位 

（１３） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 １１単位 

（１４） 入所定員が１３１人以上１４０人以下の場合 １０単位 

（１５） 入所定員が１４１人以上１７０人以下の場合 ９単位 

（１６） 入所定員が１７１人以上の場合 ８単位 

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 



 

（１） 入所定員が３０人以下の場合 ４９単位 

（２） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３９単位 

（３） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２９単位 

（４） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（５） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（６） 入所定員が７１人以上の場合 ２０単位 

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ２９６単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（２） 入所定員が６人以上１０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき １４８単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（３） 入所定員が１１人以上１５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ９８単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（４） 入所定員が１６人以上２０人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ７３単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（５） 入所定員が２１人以上２５人以下の場合 

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又
は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき ５９単位 

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき ４９単位 

（６） 入所定員が２６人以上３０人以下の場合 ４９単位 

（７） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３９単位 

（８） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２９単位 

（９） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（１０） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（１１） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（１２） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１３） 入所定員が９１人以上の場合 １４単位 



 

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た指定福祉型障害児入所施設において、次のイからトまでに該当する障害児に対
し、指定入所支援を行った場合（イ、ロ又はトについては、該当する障害児を入所
させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。）に、障害児の障害種
別に応じて、重度障害児支援加算として、１日につき、次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、注７の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、
加算しない。 

イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設に
おいて、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援
を行った場合（ロに該当する場合を除く。） １６５単位 

（１） 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数が
おおむね３５以下と判定されたもの 

(一) 食事、洗面、排泄（せつ）、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要
とし、社会生活への適応が著しく困難である者 

(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、
寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者 

（２） 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね５０以下
と判定されたもの 

ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設に
おいて、イに規定する障害児であって、次の（１）から（３）までのいずれかに
該当するものに対し指定入所支援を行った場合 １９８単位 

（１） ６歳未満である者 

（２） 医療型障害児入所施設（法第４２条第２号の医療型障害児入所施設をい
う。）（主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害児
をいう。以下同じ。）を入所させる施設に限る。）を退所後３年未満である者 

（３） 入所後１年未満である者 

ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）又
は（２）のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場
合（ニに該当する場合を除く。） １５８単位 

（１） 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力
の向上が困難と認められるもの 

（２） 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄（せつ）及び衣服の着脱等
の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの 

ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する
盲児又はろうあ児のうち、知能指数が３５以下と判定されたものであって、入所



 

後１年未満のもの １８９単位 

ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）
又は（２）のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った
場合（ヘに該当する場合を除く。） １４３単位 

（１） 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力
の向上が困難と認められるもの 

（２） 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄（せつ）、衣服の着脱等の
日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの 

ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定
する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が３５以下と判定されたものであって、
入所後１年未満のもの １７１単位 

ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の
（１）又は（２）のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行っ
た場合 １９８単位 

（１） 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者 

（２） 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄（せつ）、衣服の着脱等の
日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀（かく）痰（たん）吸引等
を必要とする者 

５の２ 注５の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事
に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注５のイの（１）の(二)又はハの
（１）若しくはホの（１）に規定する者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に
該当する指定障害児入所支援を行った場合に、１日につき１１単位を所定単位数に
加算する。 

６ 注５イからトまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能
の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害
（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害又は精神
障害（知的障害を除く。）のうち３以上の障害を有する児童である障害児に対し、
指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害
児加算として、１日につき１１１単位を所定単位数に加算する。ただし、注７の強
度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。 

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た指定福祉型障害児入所施設（主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施
設に限る。）において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害



 

を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行
った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、１日につき７８１単位を所定単
位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して９０日以内の期間
については、７００単位を加算する。 

８ 指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援
を行った場合に、乳幼児加算として、１日につき７８単位を所定単位数に加算する。 

９ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当
職員配置加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、注７の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が１０人以下の場合 １０２単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ５１単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ３４単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ２６単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２０単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １７単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １５単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １３単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １１単位 

（１０） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １０単位 

（１１） 入所定員が１０１人以上１２０人以下の場合 ９単位 

（１２） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 ８単位 

（１３） 入所定員が１３１人以上１５０人以下の場合 ７単位 

（１４） 入所定員が１５１人以上１８０人以下の場合 ６単位 

（１５） 入所定員が１８１人以上の場合 ５単位 

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が４０人以下の場合 ２６単位 

（２） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２０単位 

（３） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １７単位 

（４） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １５単位 

（５） 入所定員が７１人以上の場合 １３単位 

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合 

（１） 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １０２単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ５１単位 



 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ３４単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ２６単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２０単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １７単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １５単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １３単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １１単位 

（１０） 入所定員が９１人以上の場合 １０単位 

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５０人以下の場合 ２０単位 

（２） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １７単位 

（３） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １５単位 

（４） 入所定員が７１人以上の場合 １３単位 

１０ 公認心理師を１人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定
福祉型障害児入所施設（注９の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児
入所施設に限る。）において、指定入所支援を行った場合に、１日につき１０単位
を所定単位数に加算する。 

１１ 指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員（保健師、助産師、看護
師又は准看護師をいう。以下同じ。）を１以上配置しているものとして都道府県知
事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、
１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が１０人以下の場合 １４１単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ７０単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ４７単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３８単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２８単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２５単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１０） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １４単位 

（１１） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 １３単位 

（１２） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 １２単位 

（１３） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 １１単位 



 

（１４） 入所定員が１３１人以上１４０人以下の場合 １０単位 

（１５） 入所定員が１４１人以上１６０人以下の場合 ９単位 

（１６） 入所定員が１６１人以上１７０人以下の場合 ８単位 

（１７） 入所定員が１７１人以上１９０人以下の場合 ７単位 

（１８） 入所定員が１９１人以上の場合 ６単位 

ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １４１単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ７０単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ４７単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３８単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２８単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２５単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１０） 入所定員が９１人以上の場合 １４単位 

１２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届
け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日に
つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が１０人以下の場合 １４５単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ９６単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ５８単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４１単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２２単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １９単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１０） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １５単位 

（１１） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 １４単位 

（１２） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 １３単位 

（１３） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 １２単位 

（１４） 入所定員が１３１人以上１４０人以下の場合 １１単位 

（１５） 入所定員が１４１人以上１６０人以下の場合 １０単位 



 

（１６） 入所定員が１６１人以上１７０人以下の場合 ９単位 

（１７） 入所定員が１７１人以上１９０人以下の場合 ８単位 

（１８） 入所定員が１９１人以上の場合 ７単位 

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が４０人以下の場合 ３６単位 

（２） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（３） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（４） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２２単位 

（５） 入所定員が７１人以上の場合 １９単位 

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １４５単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ９６単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ５８単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４１単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２２単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １９単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １７単位 

（１０） 入所定員が９１人以上の場合 １５単位 

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５０人以下の場合 ２９単位 

（２） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（３） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２２単位 

（４） 入所定員が７１人以上の場合 １９単位 

１３ 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指
導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年
法律第１０７号。以下「特区法」という。）第１２条の５第５項に規定する事業実
施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区
域に係る国家戦略特別区域限定保育士。５の注３の（１）において同じ。）若しく
は別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員（イにおいて「理学療法士等」
という。）又は児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３
年厚生省令第６３号）第２１条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）
若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者（ロにおいて「児童指導員等」



 

という。）を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障
害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。 

イ 理学療法士等を配置する場合 

（１） 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が１０人以下の場合 １５１単位 

(二) 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 １０１単位 

(三) 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ６１単位 

(四) 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４３単位 

(五) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３４単位 

(六) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２８単位 

(七) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

(八) 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

(九) 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １８単位 

(十) 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １６単位 

(十一) 入所定員が１０１人以上１２０人以下の場合 １４単位 

(十二) 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 １２単位 

(十三) 入所定員が１３１人以上１５０人以下の場合 １１単位 

(十四) 入所定員が１５１人以上１８０人以下の場合 ９単位 

(十五) 入所定員が１８１人以上の場合 ８単位 

（２） 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が４０人以下の場合 ３８単位 

(二) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３４単位 

(三) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２８単位 

(四) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

(五) 入所定員が７１人以上の場合 ２０単位 

（３） 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １５１単位 

(二) 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 １０１単位 

(三) 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ６１単位 

(四) 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４３単位 

(五) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３４単位 

(六) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２８単位 

(七) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

(八) 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 



 

(九) 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １８単位 

(十) 入所定員が９１人以上の場合 １６単位 

（４） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が５０人以下の場合 ３０単位 

(二) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２８単位 

(三) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

(四) 入所定員が７１人以上の場合 ２０単位 

ロ 児童指導員等を配置する場合 

（１） 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が１０人以下の場合 １１２単位 

(二) 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ７５単位 

(三) 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ４５単位 

(四) 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３２単位 

(五) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２５単位 

(六) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２０単位 

(七) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １７単位 

(八) 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １５単位 

(九) 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １３単位 

(十) 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １２単位 

(十一) 入所定員が１０１人以上１２０人以下の場合 １０単位 

(十二) 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 ９単位 

(十三) 入所定員が１３１人以上１５０人以下の場合 ８単位 

(十四) 入所定員が１５１人以上１８０人以下の場合 ７単位 

(十五) 入所定員が１８１人以上の場合 ６単位 

（２） 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が４０人以下の場合 ２８単位 

(二) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２５単位 

(三) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２０単位 

(四) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １７単位 

(五) 入所定員が７１人以上の場合 １５単位 

（３） 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １１２単位 

(二) 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ７５単位 

(三) 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ４５単位 

(四) 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ３２単位 



 

(五) 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２５単位 

(六) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２０単位 

(七) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １７単位 

(八) 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １５単位 

(九) 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １３単位 

(十) 入所定員が９１人以上の場合 １２単位 

（４） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が５０人以下の場合 ２２単位 

(二) 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２０単位 

(三) 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １７単位 

(四) 入所定員が７１人以上の場合 １５単位 

１４ 障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活
に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入
所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は５年以上障害福祉サービス、
相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に
従事した者（以下「社会福祉士等」という。）を１以上配置しているものとして都
道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った
場合に、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が１０人以下の場合 １５９単位 

（２） 入所定員が１１人以上２０人以下の場合 ７９単位 

（３） 入所定員が２１人以上３０人以下の場合 ５３単位 

（４） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４０単位 

（５） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（６） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（７） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（８） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（９） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １８単位 

（１０） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １６単位 

（１１） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 １４単位 

（１２） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 １３単位 

（１３） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 １２単位 

（１４） 入所定員が１３１人以上１５０人以下の場合 １１単位 

（１５） 入所定員が１５１人以上１６０人以下の場合 １０単位 

（１６） 入所定員が１６１人以上１８０人以下の場合 ９単位 



 

（１７） 入所定員が１８１人以上の場合 ８単位 

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が３０人以下の場合 ５３単位 

（２） 入所定員が３１人以上４０人以下の場合 ４０単位 

（３） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（４） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（５） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（６） 入所定員が７１人以上の場合 ２０単位 

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５人以上１０人以下の場合 １５９単位 

（２） 入所定員が１１人以上１５人以下の場合 １０６単位 

（３） 入所定員が１６人以上２０人以下の場合 ７９単位 

（４） 入所定員が２１人以上２５人以下の場合 ６３単位 

（５） 入所定員が２６人以上３０人以下の場合 ５３単位 

（６） 入所定員が３１人以上３５人以下の場合 ４５単位 

（７） 入所定員が３６人以上４０人以下の場合 ４０単位 

（８） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ３２単位 

（９） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（１０） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（１１） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ２０単位 

（１２） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １８単位 

（１３） 入所定員が９１人以上の場合 １６単位 

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

（１） 入所定員が５０人以下の場合 ３２単位 

（２） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 ２６単位 

（３） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ２３単位 

（４） 入所定員が７１人以上の場合 ２０単位 

２ 入院・外泊時加算（１日につき） 

イ 入院・外泊時加算(Ⅰ) 

（１） 入所定員が６０人以下の場合 ３２０単位 

（２） 入所定員が６１人以上９０人以下の場合 ２８８単位 

（３） 入所定員が９１人以上の場合 ２５２単位 

ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ) 

（１） 入所定員が６０人以下の場合 １９１単位 

（２） 入所定員が６１人以上９０人以下の場合 １７２単位 



 

（３） 入所定員が９１人以上の場合 １５０単位 

注１ イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に
対して外泊（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算
定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）別表介護給付費等単位数
表（以下「介護給付費等単位数表」という。）第１５の１の注６に規定する体験的
な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第１５の１の２の注８又は注９
に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費
等単位数表第１５の１の２の２の注６に規定する外部サービス利用型指定共同生
活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この２において同じ。）を認
めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して８日を限度として所定単位数
に代えて、入所定員に応じ、それぞれ（１）から（３）までに掲げる単位数（地方
公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、（１）から（３）
までに掲げる単位数の１０００分の９６５に相当する単位数）を算定する。ただし、
入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。 

２ ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に
対して外泊を認めた場合であって、施設従業者（指定入所基準第四条の規定により
指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。４及び６において同じ。）（栄
養士及び調理員を除く。）が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を
行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して８日を超えた日から８２日
を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ（１）から（３）ま
でに掲げる単位数（地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあ
っては、（１）から（３）までに掲げる単位数の１０００分の９６５に相当する単
位数）を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。 

３ 自活訓練加算（１日につき） 

イ 自活訓練加算(Ⅰ) ３３７単位 

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) ４４８単位 

注１ 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県（指定
都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が認めた障害児に対し、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型
障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓
練（以下「自活訓練」という。）を行った場合に、当該障害児１人につき３６０日間
を限度として所定単位数を加算する。 

２ イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外
の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物



 

と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったと
きに、それぞれ所定単位数を加算する。 

３ 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中１回を限度とし
て加算する。 

４ 入院時特別支援加算 

イ 当該月における入院期間（入院の初日及び最終日並びに２の入院・外泊時加算が算定
される期間を除く。ロ及び注において同じ。）の日数の合計が４日未満の場合 ５６１
単位 

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が４日以上の場合 １，１２２単位 

注 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困
難な障害児が病院又は診療所（当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設す
る病院又は診療所を除く。）への入院を要した場合に、施設従業者（栄養士及び調理
員を除く。）が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又
は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、１
月につき１回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。 

５ 福祉専門職員配置等加算 

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) １０単位 

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ７単位 

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ４単位 

注１ イについては、指定入所基準第４条の規定により置くべき児童指導員として常勤
で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公
認心理師であるものの割合が１００分の３５以上であるものとして都道府県知事
に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１
日につき所定単位数を加算する。 

２ ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が１００分の２
５以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設にお
いて、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、
この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定し
ない。 

３ ハについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県
知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、
１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員
配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定し
ない。 



 

（１） 指定入所基準第４条の規定により置くべき児童指導員又は保育士（（２）
において「児童指導員等」という。）として配置されている従業者のうち、常勤
で配置されているものの割合が１００分の７５以上であること。 

（２） 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事し
ているものの割合が１００分の３０以上であること。 

６ 地域移行加算 ５００単位 

注 入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該
障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生
活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活につい
ての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中２回を限度として所定単位数を加算
し、当該障害児の退所後３０日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその
家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後１回を限度として所定単位数を加算す
る。 

７ 栄養士配置加算 

イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 

（１） 入所定員が４０人以下の場合 ２７単位 

（２） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 ２２単位 

（３） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １８単位 

（４） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 １５単位 

（５） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 １３単位 

（６） 入所定員が８１人以上９０人以下の場合 １２単位 

（７） 入所定員が９１人以上１００人以下の場合 １１単位 

（８） 入所定員が１０１人以上１１０人以下の場合 １０単位 

（９） 入所定員が１１１人以上１２０人以下の場合 ９単位 

（１０） 入所定員が１２１人以上１３０人以下の場合 ８単位 

（１１） 入所定員が１３１人以上１５０人以下の場合 ７単位 

（１２） 入所定員が１５１人以上１８０人以下の場合 ６単位 

（１３） 入所定員が１８１人以上の場合 ５単位 

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 

（１） 入所定員が４０人以下の場合 １５単位 

（２） 入所定員が４１人以上５０人以下の場合 １２単位 

（３） 入所定員が５１人以上６０人以下の場合 １０単位 

（４） 入所定員が６１人以上７０人以下の場合 ８単位 

（５） 入所定員が７１人以上８０人以下の場合 ７単位 

（６） 入所定員が８１人以上１００人以下の場合 ６単位 



 

（７） 入所定員が１０１人以上１２０人以下の場合 ５単位 

（８） 入所定員が１２１人以上１５０人以下の場合 ４単位 

（９） 入所定員が１５１人以上の場合 ３単位 

注１ イについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものと
して都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、
１日につき所定単位数を加算する。 

（１） 常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。 

（２） 障害児の日常生活状況、嗜（し）好等を把握し、安全及び衛生に留意した
適切な食事管理を行っていること。 

２ ロについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものと
して都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、
１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している
場合は、算定しない。 

（１） 管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。 

（２） 障害児の日常生活状況、嗜（し）好等を把握し、安全及び衛生に留意した
適切な食事管理を行っていること。 

８ 栄養マネジメント加算 １２単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉
型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加
算する。 

イ 常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 

ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種
が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作
成していること。 

ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状
態を定期的に記録していること。 

ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を
見直していること。 

９ 小規模グループケア加算 ２４０単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出
た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があ
ると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合（当該障害児を入所
させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。）に、当該障害児１人に
つき所定単位数を加算する。 

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出



 

た障害児を入所させるための設備等を有する建物（当該建物を設置しようとする者に
より設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対す
る支援機能を有するもの（以下この注２において「本体施設」という。）との密接な
連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。）において、小
規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定
入所支援を行った場合（小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。）に、
更に当該障害児１人につき３０８単位を所定単位数に加算する。 

１０ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施
しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設（国、独立行政
法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を
除く。１１において同じ。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該
基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から９までにより算定した単位数の１０００分
の９９に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から９までにより算定した単位数の１０００
分の７２に相当する単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から９までにより算定した単位数の１０００
分の４０に相当する単位数 

１１ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の
賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入
所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従
い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定
している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から９までにより算定した単位数の１０
００分の４３に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から９までにより算定した単位数の１
０００分の３９に相当する単位数 

第２ 医療型障害児入所施設 

１ 医療型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 指定医療型障害児入所施設の場合（ロに該当する場合を除く。） 

（１） 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 ３５２単位 



 

（２） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 １７５単位 

（３） 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 ９１４単位 

ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 

（１） 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) ６０日目まで ４２０単位 

(二) ６１日目以降９０日目まで ３８４単位 

(三) ９１日目以降１８０日目まで ３５２単位 

(四) １８１日目以降 ３１９単位 

（２） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) ６０日目まで ２０６単位 

(二) ６１日目以降９０日目まで １９０単位 

(三) ９１日目以降１８０日目まで １７５単位 

(四) １８１日目以降 １６０単位 

（３） 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) ６０日目まで １，１０１単位 

(二) ６１日目以降９０日目まで １，００３単位 

(三) ９１日目以降１８０日目まで ９１４単位 

(四) １８１日目以降 ８２５単位 

ハ 指定発達支援医療機関の場合（ニに該当する場合を除く。） 

（１） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 １２７単位 

（２） 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 ８９０単位 

ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合 

（１） 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) ６０日目まで １５３単位 

(二) ６１日目以降９０日目まで １３９単位 

(三) ９１日目以降１８０日目まで １２７単位 

(四) １８１日目以降 １１５単位 

（２） 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 

(一) ６０日目まで １，０７７単位 

(二) ６１日目以降９０日目まで ９７９単位 

(三) ９１日目以降１８０日目まで ８９０単位 

(四) １８１日目以降 ８０１単位 

注１ 指定医療型障害児入所施設（指定入所基準第２条第２号に規定する指定医療型障
害児入所施設をいう。以下同じ。）又は指定発達支援医療機関（法第６条の２の２
第３項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。）において、指定入所



 

支援を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設
置する指定医療型障害児入所施設の場合は、所定単位数の１０００分の９６５に相
当する単位数を算定する。 

１の２ ロ又はニについては、法第２４条の３第４項に規定する入所給付決定に当た
り、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能であると都道府県知事が
認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、１
日につき所定単位数を算定する。 

２ 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たっ
て、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合に、それぞれ（１）又は（２）
に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。 

（１） 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労
働大臣が定める割合 

（２） 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第５７条において準用する
指定入所基準第２１条の規定に従い、入所支援計画が作成されていない場合 次
に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 

(一) 入所支援計画が作成されていない期間が３月未満の場合 １００分の７０ 

(二) 入所支援計画が作成されていない期間が３月以上の場合 １００分の５０ 

３ 指定入所基準第５７条において準用する指定入所基準第４１条第２項又は第３
項に規定する基準に適合していない場合は、１日につき５単位を所定単位数から減
算する。ただし、令和５年３月３１日までの間は、指定入所基準第５７条において
準用する指定入所基準第４１条第３項に規定する基準を満たしていない場合であ
っても、減算しない。 

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次のイからハ
までのいずれかに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合（指定医療型
障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建
物において行う場合に限る。）に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算
として、１日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注５の
２の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。 

イ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の（１）
又は（２）のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合（ロに
該当する場合を除く。） １６５単位 

（１） 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数が
おおむね３５以下と判定されたもの 

(一) 食事、洗面、排泄（せつ）、衣服の着脱等の日常生活活動の介助を必要



 

とし、社会生活への適応が著しく困難である者 

(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、
寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者 

（２） 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね５０以下
と判定されたもの 

ロ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに掲げ
る障害児であって、次の（１）から（３）までのいずれかに該当するものに対し
指定入所支援を行った場合 １９８単位 

（１） ６歳未満である者 

（２） 医療型障害児入所施設を退所後３年未満である者 

（３） 入所後１年未満である者 

ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達
支援医療機関において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する肢体不自由
児に対し指定入所支援を行った場合 １９８単位 

（１） 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者 

（２） 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄（せつ）、衣服の着脱等の
日常生活動作の大部分に介助を必要とする者 

４の２ 注４の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であ
って別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事
に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注４のイの（１）の(二)に規定す
る者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行っ
た場合に、１日につき１１単位を所定単位数に加算する。 

５ 注４のイからハまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機
能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障
害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害又は精
神障害（知的障害を除く。）のうち３以上（主として肢体不自由児に対し指定施設
入所支援を行う場合にあっては、２以上）の障害を有するもの（重症心身障害児を
除く。）に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、
指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、１日につき１１１単位
を所定単位数に加算する。ただし、注５の２の強度行動障害児特別支援加算が算定
される場合は、加算しない。 

５の２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に
届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労



 

働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別
支援加算として、１日につき７８１単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の
算定を開始した日から起算して９０日以内の期間については、７００単位を加算す
る。 

６ 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢
体不自由児（重症心身障害児を除く。）に対し、指定入所支援を行った場合に、乳
幼児加算として、１日につき７０単位を所定単位数に加算する。 

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た指定医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行
う場合を除く。）において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算
として、１日につき２６単位を所定単位数に加算する。ただし、注５の２の強度行
動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。 

８ 公認心理師を１人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医
療型障害児入所施設（注７の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入
所施設に限る。）において、指定入所支援を行った場合に、１日につき１０単位を
所定単位数に加算する。 

９ 障害児が指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退
所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強
化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士等を１以
上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又
は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、１日につき４０
単位を所定単位数に加算する。 

２ 自活訓練加算（１日につき） 

イ 自活訓練加算(Ⅰ) ３３７単位 

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) ４４８単位 

注１ 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認
めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府
県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基
準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児１人につき３６０日間を限度とし
て所定単位数を加算する。 

２ イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外
の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物
と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったと
きに、それぞれ所定単位数を加算する。 

３ 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中１回を限度とし



 

て加算する。 

３ 福祉専門職員配置等加算 

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) １０単位 

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ７単位 

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ４単位 

注１ イについては、指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員として常
勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事
する者のうち、看護職員及び保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実
施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に
係る国家戦略特別区域限定保育士。注３において同じ 。）であるものを除く。注
２において同じ。）のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心
理師であるものの割合が１００分の３５以上であるものとして都道府県知事に届
け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支
援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。 

２ ロについては、指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員として常
勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、
介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が１００分の２５以
上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定
発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数
を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定し
ている場合は、算定しない。 

３ ハについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県
知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指
定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合
において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を
算定している場合は、算定しない。 

（１） 指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士
（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害
児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限
定保育士。３の２の注１において同じ 。）又は指定発達支援医療機関の職員（直
接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。）（（２）において「児童
指導員等」という。）として配置されている従業者のうち、常勤で配置されてい
るものの割合が１００分の７５以上であること。 

（２） 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事し
ているものの割合が１００分の３０以上であること。 



 

３の２ 保育職員加配加算 ２０単位 

注１ 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導
員又は保育士を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型
障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加
算する。 

２ 保育機能の充実を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った
場合に、１日につき所定単位数を加算する。 

４ 地域移行加算 ５００単位 

注 入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第５２
条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対し
て、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を
訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助
及び連絡調整を行った場合に、入所中２回を限度として所定単位数を加算し、当該障害
児の退所後３０日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対し
て相談援助を行った場合に、退所後１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、
当該障害児が、１のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他
の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。 

５ 小規模グループケア加算 ２４０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た
指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、小規模なグループによ
るケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合
（当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。）に、
当該障害児１人につき所定単位数を加算する。 

６ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施
しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設（国、独立行政
法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を
除く。７において同じ。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基
準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から５までにより算定した単位数の１０００分
の７９に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から５までにより算定した単位数の１０００



 

分の５８に相当する単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から５までにより算定した単位数の１０００
分の３２に相当する単位数 

７ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の
賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入
所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従
い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定
している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から５までにより算定した単位数の１０
００分の４３に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から５までにより算定した単位数の１
０００分の３９に相当する単位数 


